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石岡市議会 

  議長 池 田 正 文 殿 

 

教育福祉環境委員会  
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公共工事の分割発注に係る監査請求に関する決議 

 

標記の決議案を別紙のとおり，地方自治法第１０９条第６項及び石岡市議

会会議規則第１３条第３項の規定により提出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

公共工事の分割発注に係る監査請求に関する決議（案） 

 

地方自治法第９８条第２項の規定により，次のとおり石岡市監査委員に対

し監査を求め，その結果の報告を請求するものとする。 

 

記 

 

１ 監査を求める事項 

（１）石岡市教育委員会が平成30年度末に発注した石岡運動公園体育館に

関する工事において，手摺改修工事，トイレ小便器交換工事，外構フェ

ンス工事が不自然に分割され，いずれも随意契約で発注されたことの事

務的な適正性について 

（２）上記工事のうちトイレ小便器交換工事の設計中，１階トイレ南側小

便器交換工事に共通費を算定していないことの適正性と，仮に算定した

場合には，限度額（130万円）を超えてしまう工事を随意契約としたこ

との適正性について 

 

２ 監査結果の報告期限 

   令和３年第２回定例会まで 

 

３ 監査請求の理由 

 地方公共団体が締結する契約については，原則として会計法（昭和２２年

法律第３５号）第２９条の３第１項により「競争に付さなければならない」

とされ，随意契約は，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条第

２項その他により限定的に認められているに過ぎない。 

 石岡市においては，石岡市財務規則（平成１７年条例第５６号）第１３７

条により随意契約の対象となる予定価格の額を定めているが，当然のことな

がら，正当な理由なく１つの工事を分割し，随意契約締結可能な予定価格の

額におさまるよう工事を分割することは，法の趣旨に反した行為である。 

 今回，「１ 監査請求を求める事項」に記載した各工事は，一般的にみて



 

 

それぞれ１つの工事として発注されるべきものと思料され，その分割と随意

契約の締結には，不当な事務手続きの疑いがある。よって，その事務手続き

の理由等を明らかにし，問題があった際は，その改善策を示して事後の適正

な事務の執行に資さなければならない。 

 また，トイレ小便器交換工事の設計については，公共工事の品質確保の促

進に関する法律（平成１７年法律第１８号）等によって発注者に対し現在及

び将来の公共工事の品質が確保されるよう適切な仕様書及び設計書の作成，

予定価格の作成が求められているところ，当該設計書には共通費の算定が見

られない状況である。１階トイレ南側小便器交換工事に共通費算定が行われ

ていないことが不当であるとすれば，上記の法の趣旨に反し，公共工事にお

ける安全性を無視した行為と言わざるを得ず，そのような不当な設計が行わ

れた原因，経緯等を明らかにするとともに，事後の適正な事務執行及び公共

工事の安全性の確保を図る必要がある。 

 


